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人手不足問題への対応、どうし

ますか？ 

◆人材不足を実感している企業が

９割 

企業の「人手不足」の問題につい

ては、しばしば新聞やテレビでも報

道されるところですが、自社の状況

はいかがでしょうか？ 

エン・ジャパン株式会社が実施し

た 2019 年の「人材不足の状況」に

ついてのアンケート調査（762社か

ら回答）によると、「人材が不足し

ている部門がある」と回答した企業

が９割という結果だったそうです。

これは、2016 年の調査に比べ、５

ポイント上昇した数字となってお

り、３年前よりも人材不足感が増し

ていることが伺えます。 

◆人手不足への対応策は？ 

では、人手不足を実感している会

社では、どのような対策を講じてい

るのでしょうか。 

同調査では、人材不足の状況への

対応策についても聞いており、86％

が「新規人材の採用（欠員の補充）」

と答えています。 

◆人材確保のために今から対策を 

人手不足の問題は、今後企業ごと

に工夫を凝らして解決していかなけ

ればならないテーマとなっていま

す。人材獲得競争の波に乗り遅れな

いように、今から検討していく必要

があるでしょう。 

 

３月の税務と労務の手続期限

［提出先・納付先］ 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収

税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の

提出＜前月以降に採用した労働

者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の

提出＜前月以降に一括有期事業

を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

15 日 

個人の青色申告承認申請書の提出＜

新規適用のもの＞［税務署］ 

 

○ 個人の道府県民税および市町村

民税の申告［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞

［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の

提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 

4 月 1 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提

出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計

器使用状況報告書の提出［公共職

業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険

の被保険者でない場合）＜雇入

れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告

期限［税務署］ 

 

 （い い 労 務） 

次いで「既存の業務を効率化する

（ＩＣＴ化、標準化等）（35％）、

既存社員の教育、能力向上（30％）、

社員のモチベーション向上のため、

処遇見直し（18％）と続いています。 

調査結果でも、「新規人材の採用」

を解決策として挙げた会社が多か

ったようですが、最近は、「高齢者

雇用」「外国人雇用」「仕事を離れ

てからブランクのある女性の雇用」

など、これまで採用市場に多くなか

った人材の積極採用に目を向ける

企業も増えているようです。 

◆「新規人材の採用」以外の解決策も 

また、今後避けられないであろう

人口減少、労働力人口減少の流れの

中では、「今いる人材が離職しない

こと」「業務の効率化」は、どうし

ても検討しなければならないテー

マとなっています。 

社員の納得感を増すために処遇制

度を見直したり、職場環境を改善す

るため社内コミュニケーションを

活性化させるなど、すでに人材確保

のための積極的な取組みを始めて

いる企業も少なくありません。 

 


